
「鎌倉市共生社会の実現を目指す条例」と他の条例、行政計画等との関係（概念図）（案）

※　根本となる理念は共生条例と共有しつつ、こども、障害者、生活困
窮者といった個別の対象者に即した規定を持つ条例を制定。
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※

共生社会の実現を目指す条例
◆共生の理念を「見える化」し、施策の方向性を明確にする
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